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経 団 連 情 報

日本経団連幹事会において、下記議題が討議・報告されました。

　　　　[ 7月 16日 ]
Ⅰ. 議件・報告事項・書面報告事項
1. AZEC推進に向けた提言
2. 訪米バイオミッション2024の模様
3. 第112回ILO総会の結果概要
4. 外国人技能実習制度及び特定技能制度の見直し
5. 第13回アジア・ビジネス・サミットの模様
6. ｢骨太方針2024｣・｢新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改定版｣
7. 2024年夏季賞与・一時金大手企業業種別妥結状況（第1回集計）
8. 2024年版日本の労働経済事情の発刊
9. 入会報告
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研 修 会 だ よ り

7月24日、8月30日宇都宮市内にて、会員企業等から17名が参加し開催した。
講師は、（有）マスエージェント 代表　林　忠史氏。「決算書からみた経営力・
経営安定度のチェックポイント」や「資金繰りの考え方」、「労務管理の基本と
実務」、労務リスク回避への道等について講義を行った。
講座実施後、以下のような感想があった。
　・ 管理者として経営を進めていく上で必要な決算書のチェックポイントを改めて

学ぶことができた。
　・ 労務管理を学び直すことができた。事務所に帰り、確認したい内容が多かった。

9月9日宇都宮市内にて、会員企業等から9名が参加し開催した。講師は、オ
フィスOKAMOTO 代表　岡本 明夫氏。「6ヶ月の社会人を振り返って」や「職
場で期待されるために何が必要か」、「これから先、リーダーを目指すために何が
必要か」等について講義を行った。
講座実施後、以下のような感想があった。
　・ 社会人のルールがわかり、これから先ステップアップするためにどうすれば良い

か学ぶことができた。
　・ さらに自分のモチベーションを上げながら、もっと先の目標をもって仕事に取り組む姿勢を再認識できた。

8月2日・19日・9月2日の3日間、㈱真岡製作所にて、計30名が参加し開催した。
失敗して学んでいく通常業務とは違い、失敗の許されない安全教育では身の安全を守ることの重要性を自ら感じられ
るかどうかがその後の安全行動に大きく影響することから、労働災害を疑似体験して「危険に対する意識の変化」を促す
安全体感技塾を真岡製作所協力のもと開講した。
安全関係法令や労働災害事例を学び、その後“ギア巻込まれ体感”や“低圧電気（感電）危険体感”、“ディスクグライン
ダーキックバック危険体感”などを通して、危険に対する意識が変わるよう教育を行った。
体験後、以下のような感想があった。
　・ 目や耳で聞く座学ではなく、実際に危険を体感して労働災害の怖さを知ることができた。
　・ 労働災害と同じような状況で危険を体感することにより、機械使用時の危機感を持つことができた。

実  施  報  告

○経営幹部・管理者・総務担当者必修講座①、②○○○○経経経経営営営営幹幹幹幹部部部部・・管管管管理理理理者者者者・・総総総総務務務務担担担担当当当当者者者者必必必必修修修修講講講講座座座座①①①①、、②②②②

○新入社員フォローアップ研修○○○○新新新新入入入入社社社社員員員員フフフフォォォォロロロローーアアアアッッッププププ研研研研修修修修

○安全体感技塾○○○○安安安安全全全全体体体体感感感感技技技技塾塾塾塾
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日　時：10月8日（火）　10：00～16：00
会　場：宇都宮市文化会館（無料駐車場あり）
講　師：岡本 明夫 氏：オフィス OKAMOTO
参加費：会員企業：8,000円　一般企業：12,000円（資料代・消費税込み）
内　容：コミュニケーションと会話／「話す力」「聴く力」を身につける／職場におけるコミュニケーション／人間関係を

よくするコミュニケーション

○コミュニケーションスキルアップ講座○○○○コココミミミミュュニニニケケケケーシシシショョョンンンススススキキキキルルルルアアアアッッッッププププ講講講講座座座座

研修詳細は、ホームページ（http://www.tochikei.jp/seminar2024.htm）をご覧ください。

日　時：10月10日（木）　 9：50～18：00
　　　　　　 11日（金）　10：00～18：00
　　　　※第2種の方は終了時刻が13：00となります。
会　場：宇都宮市文化会館（無料駐車場あり）
講　師：柴田 珠美 氏：㈱ウェルネット 専任講師
参加費：第1種29,700円　第2種27,500円（資料代・消費税込み）
内　容：【1日目】オリエンテーション／出題傾向分析と合格学習法／関係法令（労働安全衛生法）／関係法令

（労働基準法）／労働衛生
　　　　【2日目】労働衛生／労働生理

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊第2種はここまで
　　　　　　　　有害業務（関係法令）／有害業務（労働生理）

○衛生管理者受験対策講座○○○○衛衛衛衛生生生生管管管管理理理理者者者者受受受受験験験験対対対対策策策策講講講講座座座座
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支給して
いない
22.6％

支給して
いる
77.4％

25万円以上
16.7％

20～25万円
未満
12.5％

10～15万円
未満
12.5％

3～10万円
未満
12.5％15～20万円

未満
20.8％

3万円未満
25.0％
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最近の主要労働判例から最近の主要労働判例から No.71

【事案】
　被告会社で勤務していた原告が、上司である被告丙川から、会食の帰路にいきなり両側頭部をつかまれ
複数回にわたりキスをされる（以下「本件セクハラ」という。）等のセクハラを受けたことにより、精神
的苦痛を被るとともに、精神障害（適応障害及びうつ病）を発症し休業を余儀なくされたとして、被告丙
川及び被告会社に対し、不法行為ないし使用者責任に基づく損害賠償を求めるとともに、被告会社に対し
ては、安全配慮義務違反（債務不履行）に基づく損害賠償を求めた事案である。

【判示事項】
　原告がセクハラとして主張する被告丙川の言動は、一部を除き、いずれも原告の人格権を侵害する不法
行為である。
　そして、原告の適応障害発病の直前に発生した本件セクハラは、その執拗な態様や原告が逆らい難い状
況にあったこと、その場に居合わせた同僚に対し、「（原告に対するキスを）お前もやっていいよ」と
述べる等、原告の人格を貶める発言も行われたことに鑑みると、労災認定基準に照らして心理的負荷は
「強」であり、原告の適応障害発病との相当因果関係が認められる。また、適応障害発病から約1年後に
発病したうつ病についても、精神疾患の治ゆに時間がかかることはままあることや主治医の意見等を踏ま
えると、被告丙川の不法行為との相当因果関係が認められる。
　被告丙川の不法行為は、1個の継続的不法行為であるものの、各行為を個別にみても事業執行性が認め
られることから、被告会社は使用者責任を免れない。
　他方、被告会社の対応に不適切な部分は見当たらず、被告会社に安全配慮義務違反及び職場環境整備義
務違反があったとは認められない。
　損害のうち休業損害の額については、うつ病が遷延して長期に及び休業期間が発生したことに原告側の
事情（被告会社の対応に対する不満）があり、休業期間のおおむね8割に相当する部分については、休業
期間の終期に向かって順次、原告側の事情による側面が強くなること、休業損害は高額にわたるものであ
ること等を踏まえると、損害の公平な分担の観点に照らし、4割の限度で認めるのが相当である。

A社事件

セクハラ行為による精神障害発症について加害者及び会社の責任を認めたものの、
休業期間の長期化は原告側にも原因があるとして休業損害額を4割の限度で認めた例

鳥取地裁　令和6年2月16日　　判決　速報2551号
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【事案】
　社会福祉法人（被上告人）において福祉用具の改造・製作、技術の開発に係る技術職として雇用されて
いた上告人が、福祉用具改造・製作に関する業務の廃止、事業縮小の方針に基づき、同意なく総務課施設
管理担当への配置転換を命じたこと（本件配転命令）が職種限定合意に反し違法である等として、被上告
人に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求等の訴えを提起した事案である。
　第一審及び控訴審判決は、福祉用具の改造・製作、技術開発を行わせる技術者として就労させるとの黙
示の職種限定合意があったとしつつ、本件配転命令は解雇を回避するためにやむを得ないものであったこ
と等から有効であるとし、請求を棄却した。
　本件の争点は、職種限定合意に反する配置転換の有効性である。

【判示事項】
　労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合に
は、使用者は、当該労働者に対し、その個別的同意なしに当該同意に反する配置転換を命ずる権限を有し
ないと解される。上記事実関係等によれば、上告人と被上告人との間には、上告人の職種及び業務内容を
本件業務に係る技術職に限定する旨の本件合意があったというのであるから、被上告人は、上告人に対
し、その同意を得ることなく総務課施設管理担当への配置転換を命ずる権限をそもそも有していなかった
ものというほかない。
　そうすると、被上告人が上告人に対してその同意を得ることなく行った本件配転命令につき、被上告人
が本件配転命令をする権限を有していたことを前提として、その濫用に当たらないとした原審の判断に
は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
　以上によれば、この点に関する論旨は理由があり、原判決中本件損害賠償請求に係る部分は破棄を免れ
ない。そして、本件配転命令について不法行為を構成すると認めるに足りる事情の有無や、被上告人が上
告人の配置転換に関し上告人に対して負う雇用契約上の債務の内容及びその不履行の有無等について更に
審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。

社会福祉法人　滋賀県社会福祉協議会事件

職種限定合意に反して、個別同意なしに配置転換を命ずる権限を有し
ないとされた例

最高裁第二小法廷　令和6年4月26日　　判決　速報2552号
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【事案】
　亡Bは、本件中学校の本件吹奏楽部の顧問として活動していた。本件吹奏楽部は、吹奏楽コンクールで
の全国大会での金賞受賞を目標に部活動に取り組んでおり、本件吹奏楽部の活動時間は、他の部活動に比
べて突出して長い状況にあった。
　亡Bのうつ病エピソード発症前3ヵ月の時間外労働時間数を見ても、発症前3ヵ月は約135時間、発症前
2ヵ月は約99時間（年末年始期間を含む。）、発症前1ヵ月は約178時間に至っていた。
　平成28年7月に本件吹奏楽部の副顧問が辞任し、同29年2月には、本件吹奏楽部の部長を務めていたAが
本件吹奏楽部を退部するなどの出来事があった。そして、同年2月14日に、亡Bは自殺を試みるかのよう
な写真を配偶者（本件訴訟の原告）に送信した。同月16日に、亡Bは病院を受診し、うつ病と診断され、
1ヵ月程度休養するよう勧められたが、亡Bはこれを断った。その後、同月24日、亡Bは自殺したが、亡B
の残した遺書と思われるノートには、亡Bが自殺に至ったのは自分に責任があり、原告や本件吹奏楽部や
Aには責任がないとする旨の記載があった。
　原告は、本件中学校を設置している古河市を被告として、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めて
提訴した。

【判示事項】
1　亡Bの時間外労働時間数は、発症前3週間、発症前1ヵ月、発症直前の連続した2ヵ月ないし3ヵ月間の
いずれをみても厚労省認定基準及び理事長通知の基準を上回る極度の長時間労働であり、亡Bの業務
の勤務密度が特に低いものとは認められないことも踏まえ、亡Bは、本件中学校における長時間の時
間外労働によりうつ病を発症したと認定した。

2　本件において、亡Bは連続かつ長時間労働をしていたものであり、労働基準法32条、35条の趣旨に反
する状態が現出していた。そして、D校長は、遅くとも、校長として赴任して半年が経過した平成27
年10月頃には、亡Bの長時間勤務について、疲労が蓄積していることが当然疑われ、このままでは健
康障害が生じ得ることを少なくとも認識し得たのであるから、亡Bの健康状況を把握し、長時間にわ
たる労働時間を可能な限り軽減するための方策を講ずべき義務があったというべきであるが、D校長
は、これらの方策も講じておらず、その結果亡Bは長時間にわたる時間外労働を余儀なくされ、うつ
病エピソ ードを発症したものであり、D校長には安全配慮義務違反が認められるとした。

3　被告の亡Bにとって吹奏楽部の活動は生きがいであり、この活動によって健康状態が悪化することを
認識することができなかった旨の主張につき、仮に被用者にとって当該業務について生きがいともい
えるようなものとの認識があったとしても、それが業務である以上、雇用者は被用者の業務を過重な
ものとならないように注意を払うべきことに何ら変わりはなく、本件においては、極めて長時間にわ
たる時間外勤務が行われたのであって、その内容、程度も勤務密度が極めて低いとはいえないことに
照らせば、その業務内容が被用者にとって生きがいともいうべきものであったしても、その業務の量
的過重性を大幅に減殺させるものとはならないと判示した。

古河市事件

吹奏楽部の顧問を務めていた市立中学校教師の自殺につき、校長の安
全配慮義務違反、市の損害賠償責任が肯定された例

水戸地裁下妻支部　令和6年2月14日　　判決　速報2547号
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【事案】
　営業部担当部長として就労していた原告が、主に休職期間満了に伴う自然退職の有効性を争い、被告に
対し、雇用契約上の地位確認及びバックペイ等を求めた。原告は平成26年3月に躁うつ病と診断され、以
降は月2回から数か月に1回の頻度でクリニックに通院して投薬治療を受けていた。その後、双極性感情障
害（以下「本件傷病」という）を発症して平成30年9月1日から、令和2年2月末日を終期として休職を開
始した。原告は、同年2月21日に主治医の診断書（「令和2年3月1日より復職可能と判断できるが、最初
の1ヵ月間は午前中のみの勤務とし、労務軽減した形での復職が望ましい」との記載あり）を提出した。
同月27日に産業医面談が実施され、産業医は復職可能と判断できる情報が不足していると意見して、被告
は休職期間を1ヵ月（同年3月31日まで）延長した。同年3月17日に再び産業医面談が実施され、産業医は
「本人曰く生活のリズムは安定してきているとのことだが、会話の中で食い違いが散見された」として、
引き続き治療経過の観察を要すると意見した。被告は原告に対して、同月27日、休職期間満了退職の通知
書を送付する等した（以下「本件退職措置」という）。

【判示事項】
　裁判所は、本件傷病の業務起因性を否定したうえで、復職の可否に関して、復職要件である「治ゆ」の
意義について、休職前に行っていた通常の業務を遂行できる程度に傷病等が回復すること、あるいは、復
職後ほどなく上記の程度の回復が見込まれることをいうと解すると判示した。また、原告の精神疾患は、
平成26年3月以降、長期にわたり要治療の状態で、令和2年3月当時も薬剤が多種類投与されているなど治
療が継続していたこと、原告が実際に復職に向けた生活リズムの改善や外出訓練といった復職に向けた取
り組みを一切図っていなかったこと等から、復職後ほどなく回復する見込みがあるとは診断し難いとした
産業医の判断は原告の行動や診療経過に整合するものとして合理性を有すると評価した。結論として、復
職後ほどなく回復の見込みがあったともいえず、営業部担当部長以外の他業務で被告に復職することが可
能であったとも認め難いから、本件退職措置は有効と判断した。

ホープネット事件

主治医により復職可能と診断はされたが、産業医との面談結果等から
復職が認められなかった例

東京地裁　令和5年4月10日　　判決　速報2549号

○古河市事件判決について
（労働経済判例速報2547号　鈴木銀治郎弁護士論説から抜粋）

　安全配慮義務は、絶対責任や結果債務ではなく、過失責任であり、予見可能性、結果回避可能性
が認められたうえで成立する。これについて、本件で学校長は、死亡した教員が平成29年2月まで健
康状態が悪化している様子は見受けられず自殺は予見できなかったと主張したが、本判決は、学校
長が、「勤務状況を認識しうる立場であり、かつ実際にも、極めて長時間にあたる時間外労働が継
続していたことも容易に認識し得る状況にあった」とし、「これらの状況から直ちに健康状態の悪
化を具体的に予見することができた」として安全配慮義務違反があるとしている。

実務に役立つ労働法の知識
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―7月―
  3日 とちぎ就職氷河期世代活躍支援会議（専務理事）
 さくら市再犯防止推進計画会議（事務局長）
  5日 労働委員会（副会長）
 高齢・障害・求職者雇用支援機構運営協議会

（専務理事）

  5日 県人権教育啓発推進県民会議（副会長）
 人材カレッジネットワーク会議（専務理事）
 地域別最低賃金審議会（部長）
  9日 県山の日協議会総会（副会長）
 経団連セミナー（副会長）
11日 しもつけフォーラム（副会長）
 労働法フォーラム（専務理事）
 栃木県子ども・子育て審議会（部長）
 経理担当者実務講座
12日 新春経済講演会実行委員会（専務理事）
16日 経団連幹事会web（専務理事）
 とちぎ女性活躍応援団企画委員会（部長）
 栃木県再犯防止推進連携会議（事務局長）
 自立研修者サポート研修会（事務局長）
17日 インターンシップ導入研修会（副会長・専務・主任）
18日 地方団体連絡協議会・新任専務理事説明会

web（専務理事）
19日 県ケアラー支援推進協議会（副会長）
22日 最低賃金対策専門会議web（部長）
23日 経団連地方業種団情報連絡会web

（副会長・専務理事）

24日 労働委員会退任式・任命式（副会長・専務理事）
 経営幹部・管理者・総務担当者必修講座①
26日 宇都宮大学産学交流振興会理事会・総会・講

演会（副会長）
29日 宇都宮大学地域経営研究会 地域DX部会セ

ミナー（副会長）
30日 栃の実倶楽部理事会・総会（専務理事）
31日 関東地区労使関係セミナー（専務理事）
 法友会7月例会（事務局長）
 地域別最低賃金審議会（部長）
 地域別最低賃金専門部会（部長）

―8月―
  1日 労働委員会総会（専務理事）
 地域別経済団体職員研修会（～2日まで）（主任）
  2日 安全体感技塾
 地域別最低賃金専門部会（部長）
  5日 「栃木デー」インド大使館（専務理事）
 地域別最低賃金専門部会（部長）
 地域別最低賃金審議会（部長）
  7日 カーボンニュートラル実現会議（副会長）
 産業教育委員会中堅社員運営委員会
  8日 宇都宮大学地域経営研究会web（副会長）
19日 カーボンニュートラル実現県民運動キックオフ

イベント（副会長）
 安全体感技塾
21日 地域別最低賃金審議会（部長）
29日 とちぎ就活フェス（専務理事・部長）
30日 経営幹部・管理者必修講座・総務担当者必修

講座②

業 務 日 誌業 務 日 誌

12とちぎ経協



労働保険未手続事業一掃強化期間 11/1～11/30
『ひとりでも働く職場に労働保険』

「労働保険」とは、労災保険と雇用保険とを総称したもので保険給付はそれぞれ別個に行われます。

1　労災保険給付に要した費用の一部を徴収することもあります
労災保険は、労働者が業務上又は通勤途上で負傷したり、あるいは不幸にも死亡された場合に労災保
険法の規定により、負傷した労働者又は遺族に対し補償を行うもので、保険給付は労働基準監督署で
行っております。
なお、事業主が故意または重大な過失により労災保険の保険関係成立届を提出していない期間中に労
働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、遡及して労働保険料を徴収するほか労災保険給付に要した
費用の一部を徴収することとなっています。

2　失業した労働者の生活の安定と再就職を促進
雇用保険は、労働者が失業した場合に失業給付金の支給を行い、失業した労働者の生活の安定と再就
職を促進し、併せて労働者の福祉の増進を図るための事業を行う制度で、保険給付は公共職業安定所で
行っています。

3　労働者を使用する事業主は加入することが義務づけられています
「労働保険」は、労災保険法と雇用保険法の規程により、労働者を使用する事業主は、加入すること
が義務づけられていますので、まだ加入手続をされていない事業主は最寄りの労働基準監督署又は公共
職業安定所で加入手続をしてください。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署又は公共職業安定所にお尋ねください。

栃木労働局総務部労働保険徴収室
電話　028-634-9113
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STEP UP 
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Ｅメール登録のご案内ＥメＥメールールル登録登録の録のごのご 内録のご案案内登Ｅメール登録のご案内

info@tochikei.jp

会員を募集しております
皆様からのご紹介をお待ちしております

総合窓口

教育関係

Eメール登録

調査関係

（一社）栃木県経営者協会
TEL：028（611）3226　　E-mail：info@tochikei.jp
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談相務相務相税務税・労務・税法法律・・・労労務・務・・税法律法律・労労務 務務務相相相税税税 談務 談税 相税 談務・・・ 務相談相談務務 談税 談相談務 談税務 談相税 談税務相相談務 談税務・税務税務相務相談法律・労務・税務相談 のお知らせ

法律・労務・税務に関する無料相談

弁護士・特定社会保険労務士・税理士 無料

平　野　浩　視　氏
鍋　島　勝　子　氏
小　林　恒　夫　氏

こんな相談をお受けします

お問合せ： （一社）栃木県経営者協会　TEL 028（611）3226
受付時間： 平日　08：45～17：15

とちぎ経協

発　　　行　　一般社団法人 栃木県経営者協会
　　　　　　　〒320-0806　宇都宮市中央3丁目1番4号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 栃木県産業会館4階
　　　　　　　TEL 028-611-3226　FAX 028-611-1601
　　　　　　　ホームページ：http://www.tochikei.jp
　　　　　　　E-mail：info@tochikei.jp
印刷・製本　　鈴木印刷株式会社

NO.501
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